
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE KYUDENKO CORPORATION

最終更新日：2015年6月26日
株式会社九電工

代表取締役社長 西村 松次

問合せ先：社長室 092-523-6255

証券コード：1959

http://www.kyudenko.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

 当社は、株主、お客様、地域社会をはじめとするステークホルダーから支持され、信頼される「九電工ブランド」を確立し、企業経営を適正かつ効
率的に行うため、「コーポレート・ガバナンスの充実」を重要な経営課題の一つとして掲げ、法令遵守・企業倫理を徹底し、持続的な企業価値の向
上に誠実に取り組み、企業の社会的責任を果たしていきます。 
 また、当社は、わが国の歴史、文化、法律などの風土に適した、取締役会及び監査役会設置会社制度を基軸とする株式会社制度を採用するな
かで、取締役会の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、効率的かつスピーディーな経営を実践することを目的とした「執行役員制
度」を導入するとともに、業務のリスク管理及び効率性と適法性との調和を確保し、維持するため、「内部統制システム」を構築するなど、「コーポ
レート・ガバナンスの充実」を図ってまいります。 

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

九州電力株式会社 15,980,716 24.19

九電工従業員持株会 4,318,742 6.53

株式会社西日本シティ銀行 3,263,000 4.94

株式会社福岡銀行 3,133,724 4.74

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,627,000 3.97

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,166,000 3.27

九電工労組 1,300,000 1.96

西日本鉄道株式会社 1,142,000 1.72

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,133,521 1.71

ＣＢＮＹ ＤＦＡ ＩＮＴＬ ＳＭＡＬＬ ＣＡＰ ＶＡＬＵＥ ＰＯＲＴＦＯＬＩＯ 1,125,000 1.70

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

――― 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

――― 

――― 
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Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

渡辺 顯好 他の会社の出身者 ○

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

渡辺 顯好 ○

 平成23年6月に当社社外取締役に就任
し、平成25年6月から独立役員に指定して
いる渡辺顯好氏は、トヨタ自動車九州株
式会社の出身者（平成14年6月同社代表
取締役社長、平成20年6月同社代表取締
役会長、平成23年6月同社相談役就任、
平成27年6月同社相談役退任）であり、ト
ヨタ自動車九州株式会社と当社との間に
は、791百万円の建設工事の請負及び2
百万円の工事所の賃借料の取引が存在
しています（平成27年3月期実績）。 
 なお、当社の筆頭株主である九州電力
株式会社の社外取締役（平成21年6月就
任）でありますが、同氏は過去及び現在
において同社の業務執行者であったこと
はありません。 
 
 
 

 渡辺顯好氏には、企業経営者としての豊富
な経験とグローバルで幅広い知見に基づく指
導と助言を期待して、社外取締役として選任し
ております。 
 トヨタ自動車九州株式会社と工事請負契約
等の取引関係があるものの、当社の意思決定
に対して重大な影響を与える取引ではないと
判断しております。 
 なお、当社の筆頭株主である九州電力株式
会社の社外取締役でありますが、同氏は過去
及び現在において同社の業務執行者であった
ことはなく、当社との間には特別な利害関係は
ありません。 
 また、東京証券取引所が定める独立性基準
に該当しないことから、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないものと判断して独立役員と
して指定いたしました。 
 
 

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 なし
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【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

 

会社との関係(1)

 

会社との関係(2)

 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 5 名

 監査役は、会計監査人である新日本有限責任監査法人との間で、会計監査計画の概要及び実施結果について定期的に報告を受けるととも
に、必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行っております。また、監査役は、会計監査人選任に関する決定権等を行使することにより、経
営からの独立性を確保し、会計監査人監査の実効性確保にも努めております。 
 監査役は、監査役室の職務補佐を受けながら効率的な監査役監査活動の実施に務めると共に、内部監査担当部署（社長室内部統制グルー
プ）が実施した内部監査結果について聴取及び意見交換を行うなど、社長室内部統制グループとの連携を強化することで、コーポレート・ガバナ
ンスの向上に努めております。 
 社長室内部統制グループは、会計監査人の会計監査時の内部統制上の疑義について調査等を行い、当社の見解を報告するなどの相互連携
を行っております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

瓜生 道明 他の会社の出身者

川原 道憲 他の会社の出身者 △

福重 康行 他の会社の出身者 ○ ○

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

瓜生 道明  ―――

 瓜生道明氏には、企業経営者として有してい
る豊富な経験、幅広い知見から、経営全般の
監視と有効な助言を期待して、社外監査役とし
て選任しております。

川原 道憲 ○

 平成25年6月に当社社外監査役に就任
し、独立役員として指定している川原道憲
氏は西部瓦斯株式会社の出身者（平成20
年4月同社総合企画室基盤整備室長、平
成20年6月同社執行役員総合企画室基盤
整備室長、平成21年5月同社執行役員総
合企画室基盤整備室長兼基盤整備プロ
ジェクト部長、平成21年6月同社取締役、
平成22年6月同社取締役常務執行役員、
平成24年4月同社代表取締役副社長執行
役員就任、平成26年3月同社副社長執行
役員退任、平成26年4月同社代表取締役
から取締役に地位を変更、平成26年6月
同社取締役退任）であり、現在、ひびきエ

 川原道憲氏には、企業経営者として有してい
る豊富な経験、幅広い知見から、経営全般の
監視と有効な助言を期待して、社外監査役とし
て選任しております。 
 西部瓦斯株式会社と建設工事の請負等の取
引関係はあるものの、当社の意思決定に対し
て重大な影響を与える取引ではないと判断し
ております。 
 また、東京証券取引所が定める独立性基準
に該当しないことから、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないものと判断して独立役員と
して指定いたしました。 
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【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明

 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

ル・エヌ・ジー株式会社の代表取締役社
長（平成22年4月同社取締役社長、平成2
6年4月同社取締役社長から代表取締役
社長へ地位を変更）です。西部瓦斯株式
会社と当社の間には、0百万円の建設工
事の請負及び117百万円の当社の仕入れ
の他、10百万円の株式配当金を受け取
り、11百万円の株式配当金の支払の取引
が存在しています。なお、ひびきエル・エ
ヌ・ジー株式会社とは取引が存在しませ
ん（取引額については全て平成27年3月
期実績）。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福重 康行 ○

 平成25年6月に当社社外監査役に就任
し、独立役員として指定している福重康行
氏は株式会社正興電機製作所代表取締
役社長（平成20年1月同社上級執行役員
モノづくり本部長兼古賀事業所長兼事業
開発本部副本部長、平成20年3月同社取
締役、平成21年1月同社事業開発担当、
平成22年3月同社常務執行役員、平成24
年3月同社専務執行役員営業統括本部
長、平成25年3月同社代表取締役社長就
任）であり、株式会社正興電機製作所と
当社との間には、2百万円の建設工事の
請負及び451百万円の当社の仕入れの
他、16百万円の株式配当金を受け取り、9
百万円の株式配当金の支払の取引が存
在しています（取引額については全て平
成27年3月期実績）。 
 また、当社出身者の那須一隆氏（平成1
5年7月当社空調管技術部長、平成19年6
月当社監査役、平成23年6月当社顧問就
任、平成24年3月退職）が、平成24年3月
より株式会社正興電機製作所の社外監
査役に就任しております。

 福重康行氏には、企業経営者として有してい
る豊富な経験、幅広い知見から、経営全般の
監視と有効な助言を期待して、社外監査役とし
て選任しております。 
 株式会社正興電機製作所と建設工事の請負
等の取引関係及び役員の相互就任はあるも
のの、当社の意思決定に対して重大な影響を
与えるものではないと判断しております。 
 また、東京証券取引所が定める独立性基準
に該当しないことから、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないものと判断して独立役員と
して指定いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

独立役員の人数 3 名

 当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

 取締役の報酬につきましては、職務遂行の対価として、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職位別に定めた基本取締役報酬
年額の25%相当額について、「連結営業利益額」を基準とする掛率0～180%の増減額を次年度の報酬月額に加減算して支給する、「業績連動型役
員報酬」を採用しております。なお、社外取締役には、インセンティブに基づく取締役報酬の増減については、適用しておりません。 

ストックオプションの付与対象者

――― 

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

 有価証券報告書にて、取締役(社外取締役除く)及び社外役員の区分で総額について開示しています。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり
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報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 当社の取締役の報酬については、職務遂行の対価として、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役会で定める一定の基準
により支給しております。なお、業績評価に一定の基準を設け、その達成状況をもって各取締役の報酬額を増減させています。 

 社外取締役には、社長室に担当秘書を置き社内各部門との連絡・調整を行っております。社外監査役には、常勤監査役および監査役室が監査
を実施する上で必要な会社情報の説明や資料の提供を行っております。 

（1）業務執行及び監督機能に係る事項について 
 当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と効率的かつスピーディーな経営を実践するために、執行役員制度を導入し、取締役会は、重
要事項の決定及び業務執行の監督を行い、執行役員は取締役会の決定に基づき、業務執行に専念する体制としております。取締役は社外取締
役1名を含む12名でいずれも男性であり、社外取締役を独立役員として届けています。社外取締役とは当社と会社法第423条第1項の賠償責任を
限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としています。なお、当社は取締役は15名以内とし、取締
役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う
旨、及び累積投票によらない旨を定款に定めている他、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号
に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めてい
ます。 
 当社は、原則として取締役会を毎月開催する他、予め協議を要する事項及び重要な業務の実施に関する事項について協議する機関として経営
会議を設置しており、会長、社長、副社長、議長が指名する執行役員（いずれも男性）及び議長が必要と認める者を構成メンバーとして毎週1回開
催しております。また、業務執行状況の報告及び経営課題の提起と対応策の協議並びに、経営方針や諸計画の周知徹底を図ることを目的に、会
長、社長、副社長、東京本社代表、支店長、議長が指名する執行役員（いずれも男性）及びその他議長が必要と認める者を構成メンバーとして、
支店長会議を年10回開催しております。 
 
（2）監査役監査体制について 
 監査役は、社外監査役3名を含む5名でいずれも男性であり、取締役会やその他の重要会議に出席し、経営全般に関する客観的かつ公正な意
見陳述を行うとともに、取締役の業務執行に対しての違法性及びリスク管理への対応などを含めた妥当性の監査を監査役会の定めた監査の方
針、監査計画に従って継続的に実施しております。また、子会社の業務・財産の状況を調査し、グループ全般の監視・監督機能を果たしておりま
す。監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議をし、原則として3ヶ月に１回以上、但し必要あるときは随
時、開催しております（平成27年3月期実績10回）。なお、社外監査役3名とはいずれも当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を
締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としています。また、2名を独立役員として届けています。 
 監査役及び監査役会の職務を補佐するために監査役室を設置して専属従業員（6名）を配置し、効率的な監査役監査活動が実現できるように
努めています。なお、監査役会は専属従業員の人事異動について、人事担当取締役等より事前報告を受けるとともに理由を付して変更を申し入
れることができます。 
 
（3）会計監査について 
 会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。会計監査業務を執行した公認会計士は、東能利生、宮本
義三の2名であり、いずれも継続監査年数は7年を超えておりません。なお、平成27年3月期（第87期）の監査証明業務に基づく報酬額は、49百万
円であり、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、特別な利害関係はございません。 
 
（4）内部監査について 
 内部監査を実施する社長室内部統制グループ（11名）は、各部署における経営諸活動が経営方針に基づき遂行されているかを検討・評価する
ことに加え、規程、職務権限、マニュアル等の社内ルールに沿って適正に処理されているかを監査し、その監査結果を内部統制委員会（代表取
締役社長を委員長とし、委員長が指名する取締役、執行役員及び室（部）長（いずれも男性）を構成員とし、財務報告に係る内部統制システムの
有効性評価、内部統制報告書及び内部監査に関する報告、その他内部統制に関する事項の協議及び検討を行う）へ報告しております。内部監
査結果の報告を受けた担当取締役等は、改善策を策定のうえ、必要に応じ、取締役会等へ報告しております。 
 また社長室内部統制グループは、被監査機関に対し、改善のための助言・勧告を行うとともに、改善対策報告書の提出を求め、改善に向けたフ
ォローアップを行うなど、必要に応じた事後点検監査を実施しております。 
 
（5）コンプライアンス体制について 
 コンプライアンスの基本方針及び活動内容の決定・諸計画の立案、実施方法の決定・対策協議等を行うコンプライアンス委員会（代表取締役社
長を委員長とし、委員長が指名する取締役、執行役員及び室（部）長（いずれも男性）を構成員とする）を設置しています。また、社長室をコンプラ
イアンス担当部署とし、コンプライアンス規程・マニュアル等の策定改定、コンプライアンス教育の継続的な実施の他、従業員が直接報告・相談で
きる九電工グループコンプライアンス相談窓口を設置しております。なお、このコンプライアンス相談窓口で受け付けられた情報につきましては、
その情報の調査・分析・整理を行い、その全部をコンプライアンス委員会へ報告しています。 

 当社は、監査役が株主から直接選任され、監査の主体と客体の峻別がなされていることや、法的に監査役の権限と独立性が担保されているこ
とから、監査役制度を採用しております。 
 また、執行役員制度の導入により、取締役会の「意思決定・監督機能」と「業務執行機能」を分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るととも
に、効率的かつスピーディーな経営を実践しております。さらに、業務執行に専念する執行役員に必要な権限を委譲し、取締役の「監督責任」と執
行役員の「執行責任」を明確に区分いたしております。 
 企業経営者としての豊富な経験とグローバルで幅広い知見に基づく指導と助言を行う社外取締役及び独立した立場から経営全般の監視と有効
な助言を行う社外監査役を含め、当社においてはコーポレート・ガバナンス体制が適正に機能していると判断しており、現状の体制を採用してお
ります。 
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Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況 

２．ＩＲに関する活動状況 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送  法定期日の６日前に発送

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

 年２回の定期開催を実施し、代表取締役社長が中心となって決算内容や、
今後の取り組みと戦略を説明しております。また、アナリスト、機関投資家への
個別訪問や取材対応を適宜実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
 有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、株価情報、コーポレートガバナ
ンス報告書、事業報告書、その他ニュースリリースを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置  ＩＲ担当部署：社長室または総務部広報グループ

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

 当社は、ステークホルダーとの共生を図り、企業の社会的責任を遂行するため、コーポレート
ガバナンスを基盤として、「快適な環境づくりを通して社会に貢献すると同時に、当社が持続的
に発展していくことを目的とする「企業理念」を掲げるとともに、「九電工行動憲章」において、人
権の重視、関係法令、国際ルールの遵守が企業活動の前提にあることを従業員に周知してい
ます。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

 当社は、これまでの風力発電・太陽光発電等のクリーンエネルギーの普及や省エネルギーに
関する建物設備の提案・施工などに加え、グリーン電力証書発行に向けた取り組み、平成21年
度から着手した天草でのオリーブ事業等、農業などを含む環境関連事業の調査研究、新規参
入の検討を推進しております。                                          
 また、ＩＳＯ14001:2004年版（環境マネジメントシステム）に基づく環境管理活動の推進、働きや
すい労働環境の整備（高年者及び障害者雇用の促進、男女共同参画の推進、子育て支援の
充実、ワークライフバランスの推進、安全衛生の確保）、地域社会との共生のため、ボランティ
ア活動や学術研究者支援等による社会貢献活動を実施しています。なお、平成22年度より、エ
ネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく対象業者として、5年間で全社エネルギーの1
0％の削減の目標を掲げ、エネルギー使用量削減に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

 当社は、株主や投資家に対し、計算書類、有価証券報告書等、証券取引所開示書類及び重
要事実などを適時、適法に開示することはもとより、当社グループにおける経営方針、事業活
動、コンプライアンス活動や社会貢献活動について、経営トップからマスコミへ情報提供を行うと
ともに、ホームページにおいて各種情報を公表するなどＩＲ活動を推進し、企業活動の透明性を
確保することで経営の健全性を高めています。

その他

＜女性役員の登用に関して＞ 
 当社は役員候補者を、社内外の多様な意見を取り入れるべく、能力、識見、人格を基に選定
しております。 
 女性役員の登用につきましては、以上の役員候補者選定基準とあわせ、優秀な女性管理職
を育成し、社内から女性役員を登用すること、併せて、社外からも役員に相応しい人財を登用
することに留意して参りたいと考えております。
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Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

（１）内部統制システムに関する基本的な考え方 
 
 当社は、今日まで積み重ねてきた法令遵守の経営体制と企業文化を生かしつつ、企業経営を適正かつ効率的に行う「コーポレート・ガバナンス
の充実」を図り、継続的な発展を期するため、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」の構築を図っており
ます。 
 当社は、業務のリスク管理及び適法性と効率性との調和を確保し、維持するための仕組みを構築することにより、当社及びグループ会社にわた
るコンプライアンス活動を活発に行い、経営の透明性と公正性を高めることで、株主、お客様、地域社会をはじめとするステークホルダーからの信
頼に応えながら広く社会に貢献し、「企業価値の向上」に取り組んでまいります。 
 
（２）内部統制システムの整備状況 
 
 当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、取締役の職務執行の法令・定款への適合及び会社業務の適正、並びに当社及
び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制を整備しております。 
１．取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 
 (1)代表取締役社長は、九電工行動憲章を制定し、繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守を企業活動の
前提とすることを徹底しております。 
 (2)代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会にて、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会へ報告してお
ります。 
 (3)コンプライアンス担当部署を社長室とし、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、教育の実施によるマニュアル
の周知徹底をしております。また、各担当取締役等は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化しております。 
 (4)取締役及び監査役がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス委員会に報告する体制を構築するとともに、
従業員が直接報告・相談できる九電工グループコンプライアンス相談窓口（社内窓口：電話・FAX・E-mail、社外窓口：電話・E-mail）を設置しており
ます。 
 (5)社長室は、従業員から報告・通報を受けた場合、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議のうえ、コンプライアンス委員会に報告
し、全社的な再発防止策を実施します。 
 (6)反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断します。 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 
 代表取締役社長は、文書管理取締役等を任命し、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理につき、文書管理規程に従い、職務執行に
係る情報を文書または電磁的媒体に記録し、適正に保管させます。 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
 (1)コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、
研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は、総務部が行うものとします。 
 (2)社長室内部統制グループにて、当社各部署及び各支店のリスク管理の状況を監査するとともに、その結果を定期的に、代表取締役社長を委
員長とする内部統制委員会に報告します。また、担当取締役等は、改善策を審議・決定し、取締役会に報告します。 
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
 (1)組織及び職務権限規程において、各部署の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定めております。 
 (2)代表取締役社長が指名する取締役等を構成員とする経営会議を設置し、取締役会の議事を充実させるように事前に検討を行うとともに、効
率的な業務の執行が行えるように調整しております。 
 (3)取締役会による中期経営計画の策定、ITを活用した月次・四半期業績管理を実施しております。 
５．子会社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための当社における体制 
 (1)当社及び当社が直接的に経営管理する子会社（以下「子会社等」という。）では、当社で作成した「グループ・コンプライアンス・マニュアル」を
基に、取締役・従業員一体となった遵守意識の醸成を図ります。 
 (2)子会社等で発生したコンプライアンス上の重要な問題は、当社のコンプライアンス委員会にて審議し、その結果を当社取締役会に報告しま
す。 
 (3)国内の子会社等の従業員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、直接当社に報告・相談できる九電工グループコンプライアンス相
談窓口を設置しております。 
６．子会社の損失の危機の管理に関する当社における体制 
 (1)子会社等で「事業運営に関するリスク管理」取組表を作成し、当社社長室内部統制グループにて、その運用状況を確認しております。 
 (2)当社社長室内部統制グループにて、子会社等のリスク管理の状況を内部監査するとともに、その結果を定期的に、当社内部統制委員会に
報告します。 
７．子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための当社における体制 
 (1)当社の年度毎の「経営基本方針」を国内の子会社等に示し、その方針に基づいて策定した各子会社等の年度方針の進捗状況を、当社で点
検しております。 
 (2)当社の取締役及び常勤監査役並びに国内の子会社等の社長を主要メンバーとする関連会社社長会を定期的に開催し、グループ戦略等に
ついて情報の共有を図っております。 
８．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
 (1)当社で定める「関連会社運営規程」で子会社等からの報告事項を定め、当社関連事業室を中心とする報告体制を構築し、特に重要な報告事
項は、当社の経営会議及び取締役会に報告させております。 
 (2)子会社等における経営上の重要な事項については、「関連会社運営規程」で事前協議事項を定め、当社と事前協議し、また、特に重要な事
項については、当社の経営会議及び取締役会に付議を行い、意思決定を行っております。 
 (3)社長室内部統制グループにて、子会社等の報告状況・事前協議状況について内部監査によるモニタリングを行っております。 
９．監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制 
 監査役室に専属の従業員を配置し、監査業務を補助しております。 
10．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事
項 
 (1)監査役会は監査役室に属する従業員の人事異動について、事前に人事担当取締役等より報告を受けるとともに、必要がある場合には、理
由を付して当該人事異動につき変更を人事担当取締役等に申し入れることができるものとしております。 
 (2)監査役室の従業員は、監査役の指示の実効性を確保するために、当社の業務執行に係る役職を兼務させておりません。 
11．当社の取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制 
 (1)監査役会に報告すべき事項を定める規定を制定し、取締役は、次に定める事項を報告するものとします。 
   ・取締役会で決議された事項 
   ・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 
   ・その他のコンプライアンス上重要な事項 
 (2)従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある重大な事実を発見した場合、監査役に直接報告することができるものとします。 
12．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制 
 (1)経営会議及び取締役会に子会社等に関する報告事項、付議される事前協議事項については、監査役の経営会議及び取締役会への出席を
もって報告とします。 
 (2)当社社長室内部統制グループが行う子会社等の内部監査の結果及び改善対策について、監査役が内部統制委員会に出席する他、社長室
内部統制グループが監査役に事前に報告するものとします。 
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２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

 

 (3)子会社等のコンプライアンス違反事項及び九電工グループコンプライアンス相談窓口への報告・相談された事項について、監査役がコンプラ
イアンス委員会に出席する他、社長室内部統制グループから監査役に事前に報告するものとします。 
 (4)子会社等が自ら発見した重大な法令違反や重大なコンプライアンス違反については、遅滞なく当社の関連事業室に報告し、関連事業室から
監査役に報告するものとします。 
 (5)子会社等の取締役、監査役及び使用人は、著しい損害を及ぼすおそれのある重大な事実を発見した場合、当社の監査役に直接報告するこ
とができるものとします。 
13．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
 コンプライアンス委員会運営規程において、九電工グループコンプライアンス相談窓口への情報提供及び相談者に対しては、人事、給与、また
就業環境を害することなどの不利益な取扱いの禁止を定めております。 
14．監査役の職務について生ずる費用の前払又は償還の手続その他職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事
項 
 監査役会に対して、監査にかかる諸費用について、監査の実効を担保するべく予算を確保しております。 
15．その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
 (1)監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定しております。 
 (2)監査役会に対して、外部の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障しております。 

（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
 
 当社は、従来から「九電工行動憲章」に「反社会的勢力とは断固として対決する。」ことを明記し、その取り組みを行ってまいりましたが、平成20
年3月31日の取締役会において、「内部統制システム構築のための基本方針」に「反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体で毅然
として対応し、一切の関係を遮断する。」ことを追加、明記し、さらなる体制整備の充実を図っております。 
 
（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況 
 
１．組織としての対応 
 会社法に基づく「内部統制システム構築に関する基本方針」、「九電工行動憲章」、コンプライアンス行動指針及び社内規程等に明文の根拠を
設け、代表取締役等の経営トップ以下、組織全体として対応しております。 
 また、コンプライアンス教育時等において、反社会的勢力からの不当要求等への具体的な対応方法などを周知しております。 
 
２．外部専門機関との連携  
 警察、弁護士及び外部の専門機関等との緊密な連携関係を構築します。 
 
３．取引を含めた一切の関係遮断 
 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。反社会的勢力が取引先
及び資材取引先となって不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団等排除条項を工事請負約款、工事請負基本契約書及び資材売買
契約約款へ追記いたしております。 
 
４．有事における民事と刑事の法的対応 
 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
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Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 なし

――― 

（1）コーポレート・ガバナンスの充実に向けての今後の目標 
 
 今後当社は、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるための取り組みを定期的にチェックし、改善することで、当社にとって最適なコーポレ
ート・ガバナンス体制の構築とその充実に努め、継続的な企業価値の向上を目指してまいります。 
 
（2）適時開示体制の概要 
 
 当社は、投資家への適時適切な会社情報の開示が、健全な証券市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資家の視
点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めています。 
 
≪具体的な処理の概要≫ 
１．会社情報（決定事項・発生事項・決算関連・子会社関連等）が発生した場合 
・当事者から関連部門へ報告 
・関連部門は、速やかに情報取扱事務局（経理部）へ報告 
・情報取扱事務局（経理部）は、上記の会社情報を集約し、情報取扱責任者（経理担当役員）へ報告 
・情報取扱責任者（経理担当役員）を中心に、関連する法律に従って開示の要否検討 
（必要に応じて監査法人並びに顧問弁護士による助言・指導を受ける） 
 
２．会社情報について開示が必要と判断した場合 
・取締役会または経営会議で決議または承認を得る 
・情報取扱責任者（経理担当役員）は、金融商品取引法・関連法令・証券取引所の定める適時開示規則等に従い、速やかに開示 
・同時に報道機関に公表するとともに、当社のホームページにも掲載 
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参考資料

【内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図】

取締役会

代表取締役社長

担当取締役・執行役員

監査役会会計監査人

監査役室

部・室　支店　営業所

グループ会社

経営会議

社長室

内部統制委員会 コンプライアンス委員会

株　　　　主　　　　総　　　　会

監査 業務執行

選任 選任 選任

監査

選定・監督

会計監査

報告

報告

報告

報告

監査

事前検討・調整

内部監査 コンプライアンス体制整備
コンプライアンス教育
リスク管理

連携

連携連携

報告

連携
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【適時開示体制の概要についての模式図】

【関連部門】 【外部連携機関等】

・決算に関する事項
・四半期開示に関する事項
・資産負債に関する事項

・経営全般に関する事項

・関連会社に関する事項

・株式に関する事項
・訴訟に関する事項
・広報に関する事項

・コンプライアンスに関する事項

・適宜、該当事項

※ 取締役会：原則として月1回開催、必要に応じて臨時取締役会を開催。
経営会議：取締役が経営会議を組織し、原則として毎週、担当業務遂行に係る協議・報告を行っている。

※取締役会又は経営会議

経営戦略企画室

経理部監査役会

社長室
内部統制グループ

関連事業室

総務部

その他各部門

【情報取扱責任者】
経理担当役員

【事務局】
経理部

社長室

情報開示

（連携）
証券代行機関

顧問弁護士

報道機関

（連携）
監査法人

関係会社
（連携）

監査・提言

付議・報告

決議・承認

助言・指導

相談・報告

内部監査
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